
事 業 番 号 2-23

施 策 こ事 業 シ ⊥ ト (概要醗 明書 )

担当局庁名 医政局 上位施策事業名 医療提供体制推進事業費補助金l 作成未年者

担当課 :チ.圭名 歯科保健課 事兼開始年度 平成l2年度 恒 保健課長 日稲 美

根拠法令 (具体的な条文 :関係する通知､計画等 健康増進法 ｢健康日本21｣食育基本法 ｢食育推進基本計画｣今後の歯科保健医療と歯科医師の資質向上に関する

戟 )∴ 検討会中間報告書歯科保健と食青の在り方に関する検討会報告書

D菓務委託等 (委託先等 : )

■補助金 ⑪ 間接〕 (補助克 :都道府県 実施主体 =都道府県 )

□貸付 (貸付先 : )□その他 ( )

:辛漢ノ_刺 ･日.二的(何のために) ･生涯を通じた国民の歯の健康の保持の推進を行うことで､80歳になっても自分の歯を20本以上

･歯科保健医療対策として､国が都道府県に対して行う唯一の事業である○

事業/制度内容 ･小児期から高齢期までの各ライフステージにおいて歯科保健事業を実施することにより､生涯を通

鹿 じた国民の歯の健康づくL)を推進.

稚 (主な事業例)幼児期 ,学童期 ..う蝕予防対策､食首に関する事業 等

琴 成人期 :歯周病予防対策､生活習仮病予防と食宵に関する事業 等こ関する事業 等

(手段.､手法など) ･各都道府県が地域における課題や事実の必要性等を検討して事業計画を策定○
･提出された事業計画を厚生労働省において捕査し､必要性が認められる事業に対してかかる繰出の
補助の実施.
･事業年度終了後 こ各都道府県が実施事業について事業評価を含めた薬統報告を実施○英紙報告書に
基づき､厚生労働省が補助経姓の確定p

平成22年度概算要求鏡 人件費

=lス+ト : +#* 470百万円 i 職員構成 概算人件費職員数) 従事職員数

人件† 0百万円 担当正聴邑 千円 Il人

これまでの同様の予井項 目の予井額等(財源内訳′単位百万円) 年 度 総 額 地方公共団体の蓑負担がある場合､概算の総額

H19(決算鎮) 4皇o

50

441

H21(当初予算) 470

H21(補正予算) 0
H22概算要求 470

平成22年度 ･8020運動推進特別事業に必要な経費を､事業内容に応 じて1/2または10/10補助o
予井内駅 (補助金の場 ･内訳 :報償費､旅費､需用費 (消耗品費 .印刷製本費)､役務費 (通信運搬費 .



事業番号2-23

施策 .事業シー ト(概要説明書)
担当帝省名 ■ 厚生労働省 予井事業名 8020運動特別推進事業 ､

担当課 .圭名 嘩科保健課 . .事業開始年度 平成 12年度 l歯科鯛 - 甲 勝美

事業′制度の ･8020運動が提唱され､当該事業が実施されてから､子供のむし歯の減少(12歳児むし歯の本数:平成11

年2,92本-平成20年1.54本)など小児期における歯の健康状態は改善してきている○しかしながら､高齢者
の歯の状況は､8020(ハチマル.ニイマル)達成者は増加している(8020達成者率:平成11年約15%-辛
成17年約25%)ものの､4人に3人は20本未満であり満足に岨噛できないことが危供され､学童期以降(特
こ成人期や高齢期)の取り組み強化が必要とされている.

必要性 ･健康増進法.食育基本法に則した歯の健康づくり対策のため､各都道府県はこの補助金を活用し､様々な
取り組みを行っており､支援を行わなければ都道府県の事業が困難となり､国としての歯科保健医療対策も
皆無となるため､今後も国として一層の推進を行っていく必要があるo
･さらに､民主党医療政策(詳細版)においても歯科医療改革が請われており､歯科疾患の予防法や治療の
調査研究の推進等生涯にわたる歯の健康の保持が提言されているところo

他省庁 ､自治体等にお ･一部の自治体において､独自予算により歯科疾患予防に関する事案や歯の健康づくりに関する事業を実施
ける類似事業 しているところがある○他省庁において短似の事業はなし.

他省庁､自治休､民間 ･歯の健康づくりについては､学校歯科保健を所管している文部科学省とも連携を図り､情報交換を行ってい

るところo

･なお､当該事業が有効的かつ効果的に活用されるように､各自治体職員を対象とするブロック会議.歯科保

等 との連携 .役割分担 他推進研修会において､8020運動特別推進事業のあり方等について研修や意見交換を行っているところ○
･都道府県における歯の健康づくりに関する中核的な取り組みとなっている本事業を国として支援することで､
一体となった歯の健康の保持の推進が可能o

活動実耕 【活動指標名】/ 年度実績 .評価 単位 H18年度 H19年度 H20年度実施箇所数 (都道府県) 箇所 45 46 47

予井執行率 % 74.3% 89.3% 93.8%

成果 日額(現状の成果及び今後どのように したいか､ (現状の成果)

定王的な成果)
横では､65歳

成果夷横(成果指標のE]標達成状況等) 【成果指標名】/ 年度実績 .評価 単位 H18年度 H19年度 H20年度

※H11年度 数0 3歳集計中%%%

事業/制度の自己評価(今後の 事業′制度の方向性､課題等) ･8020達成者割合の増加は本事実の成果が出てきているものと考えるが､依然､成人期における

歯周病の有病率は約時Jで8020達成者割合 ま25%程度とまだまだ低いことから､本事案を引き続
き継続する必要がある○.
･国民の歯の健康の保持を推進するために､ まなく､小児期
から高齢期までの生涯を通 じた歯の健康の保持の推進が期待される取組に重点を置くoWHOの口腔保
健目標では､65歳以上の50納(20歯の機能歯を保有することが掲げられておL)_､わが国も同様
の観点から8020達成者が約半数近くになるよう､本事業を展開していく必要があるO

比敦参考値(諸外国での類似事業の例など) WHOにおける口腔保健目標 ｢65歳以上の50肋{20歯の機能歯を保有するようにするJ

特記事項(事業/制度の沿革､予算の削減(羊向けた取組み等) (制度の沿革)

平成 12年 都道府県を実施主体とした8020運動特別推進事業の開始○
平成14年 健康増進法の成立 健康日本21にお ナる歯の健康に開し具体的な目標として

8020達成者率を設定D
平成 17年 食育基本法の成立 食育基本法 こおいて口腔機能の維持を提言○
平成l8年 r平成17年歯科疾患実態調査結果｣を公表08020達成者が調査開始

平成 18年 今後の歯科保健医療と歯科医師の資質向上に関する検討会中間報告手において､
｢8020運動は都道府県にお ナる歯科保健の中核的役割を担うべき｣と提言o

平成22年 歯科保健と食青の在り方検討会報告書 こおいて食育推進に係る歯科保健医療
関係者の教育研修を提言.

(予算の削減状況について)

平成14年 540.080千円
平成18年 500.080千円



3歳児及び12歳児のむし歯の状況の推移
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(出典)
3歳児:歯科健康診査の結果(厚生労働省)､12歳児:学校保健統計調査(文部科学省)

歯肉に所見のある者の割合

B6.8% 88.1% 87.8%
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※歯肉に所見のある書とrま.歯石の沈着や清的な歯周ポケットを有する著のこと｡

出典:歯科疾患実態調査



(予算担当部局用)

l事業番号2-23 1

8020運動特別推進事業

平成21年度当初予算鋲 平成22年度概算要求額

過去4か年の予算 ･決算の推移 (億円)

19年度 20年度 21年度 22年度一等戎1

予算額 4.7 4.7 4∴7 4.7

決算額 . 4.2 4.4

○ 各都道府県ごとに1,000万円程度の補助｡

○ 広報啓発活動が大半であり､あえて国費で都道府県ごとに措置する必要がないの
ではないか｡

○ 事業の実施主体は各都道府県の歯科医師会であることが多く､実質的に特定の団
体に対する補助金となっているのではないか｡
(歯科医師会は約80億円の内部留保 (19年度末会計検査院報告)を有している｡)

0 1,000万円程度の広報啓発事業であれば､都道府県 ･市町村でも独自に行っている
ところが多いと考えられ､各自治体の判断に任せてもよいのではないか｡

(都道府県での単独事業例)
○歯たらき盛りの歯つらつLが推進事業(17年度 滋賀県 1,675万円)
青年期から高齢期にわたる幅広い年齢層を対象に歯周疾患の予防を目的とした歯周疾患予防啓
発冊子を作成｡
○健康なお口で元気に出産推進善業(18年度 群馬県 1,186万円)
妊娠期の口腔の管理と生まれる赤ちゃんの歯を守るための正しい知識の普及を図るためのパンフ
レット作成｡


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16



